
様式第８号(裏面) 

〔注 意〕     

㉜ 労 働 者 の 職 種 ㉝負傷又は発病の時刻 ㉞平均賃金(算定内訳別紙1のとおり) 一
、
所
定
労
働
時
間
後
に
負
傷
し
た
場
合
に
は
、
⑲
及
び
⑳
欄
に
つ
い
て
は
、
当

該
負
傷
し
た
日
を
除
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。 

二
、
別
紙
１
①
欄
に
は
、
平
均
賃
金
の
算
定
基
礎
期
間
中
に
業
務
外
の
傷
病
の
療

養
等
の
た
め
に
休
業
し
た
期
間
が
あ
り
、
そ
の
期
間
及
び
そ
の
期
間
中
に
受

け
た
賃
金
の
額
を
算
定
基
礎
か
ら
控
除
し
て
算
定
し
た
平
均
賃
金
に
相
当
す

る
額
が
平
均
賃
金
の
額
を
超
え
る
場
合
に
記
載
し
、
控
除
す
る
期
間
及
び
賃

金
の
内
訳
を
別
紙
１
②
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合
は
、
㉞
欄

に
、
こ
の
算
定
方
法
に
よ
る
平
均
賃
金
に
相
当
す
る
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。 

三
、
別
紙
２
は
、
⑳
欄
の
「
賃
金
を
受
け
な
か
っ
た
日
」
の
う
ち
に
業
務
上
等
の

負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
療
養
の
た
め
所
定
労
働
時
間
の
う
ち
そ
の
一
部
分
に

つ
い
て
の
み
労
働
し
た
日
若
し
く
は
賃
金
が
支
払
わ
れ
た
休
暇
が
含
ま
れ
る

場
合
に
限
り
添
付
し
て
だ
さ
い
。 

  午 
前 
後 

     時   分頃 円       銭 

㉟所定労働時間 午 
前 
後 

   時   分から午 
前 
後 

   時   分まで ㊱ 
休業補償給付額、休業特
別支給金額の改定比率 

 平 均 給 与 額
証明書のとおり 

㊲ 

 

災害の原因、発生状況及び

発生当日の就労・療養状況 

(あ)どのような場所で(い)どのような作業をしているときに(う)どのような物又は環境に(え)
どのような不安全な又は有害な状態があって(お)どのような災害が発生したか(か)⑦と初診日
と災害発生日が同じ場合は当日所定労働時間内に通院したか、⑦と初診日が異なる場合はその
理由を詳細に記入すること 

  

  

  

  

  

  

  

  四
、
別
紙
３
は
、
㊴
欄
の
「
そ
の
他
就
業
先
の
有
無
」
で
「
有
」
に
○
を
付
け
た

 

場
合
に
、
そ
の
他
就
業
先
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、
そ
の
他

 

就
業
先
ご
と
に
注
意
二
及
び
三
の
規
定
に
従
っ
て
記
載
し
た
別
紙
１
及
び
別

 

紙
２
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

五
、
請
求
人(

申
請
人)

が
災
害
発
生
事
業
場
で
特
別
加
入
者
で
あ
る
と
き
は
、 

 

、
㉞
欄
に
は
、
そ
の
者
の
給
付
基
礎
日
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

、
⑦
、
⑲
、
⑳
、
㉝
、
㉟
及
び
㊲
欄
の
事
項
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
そ
の
他
の
資
料
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

、
事
業
主
の
証
明
は
受
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

  

  

 
 

等
の
受
給
関
係 

㊳ 

厚
生
年
金
保
険 

(イ) 基 礎 年 金 番 号   (ロ)被保険者資格の取得年月日 年  月  日 

(ハ) 

 当該傷病に

関して支給

される年金

の種類等  

年 金 の 種 類 

厚 生 年 金 保 険 法 の 
イ 障 害 年 金 
ロ 障害厚生年金 

国 民 年 金 法 の 
ハ 障 害 年 金 
ニ 障害基礎年金 

船 員 保 険 法 の ホ 障 害 年 金 

障 害 等 級 級 

支 給 さ れ る 年 金 の 額 円 

支給されることとなった年月日        年     月     日 

 基礎年金番号及び厚生年金
等の年金証書の年金コード                             

所 轄 年 金 事 務 所 等   

  

     

 

㊴その他就業先の有無 

 

有 

 

無 

有の場合のその数 

（ただし表面の事業場を含まない） 

             

 社 

有の場合で

いずれかの

事業で特別

加入してい

る場合の特

別加入状況

（ただし表

面の事業を

含まない） 

労働保険事務組合又は 

特別加入団体の名称 

 

加入年月日    

                

  年  月  日 

給付基礎日額  

                              

円 

労 働 保 険 番 号 （ 特 別 加 入 ） 

 

 

六
、
第
二
回
目
以
後
の
請
求(

申
請)

の
場
合
に
は
、 

 

、
⑲
、
⑳
、
㉙
及
び
㉛
欄
に
つ
い
て
は
、
前
回
の
請
求
又
は
申

請
後
の
分
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

、
㉜
欄
か
ら
㉟
欄
ま
で
及
び
㊲
欄
は
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ 

ん
。 

 

、
別
紙
１(

平
均
賃
金
算
定
内
訳)

は
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ 

ん
。 

 

、
そ
の
請
求(

申
請)

が
離
職
後
で
あ
る
場
合(

療
養
の
た
め
に
労

働
で
き
な
か
っ
た
期
間
の
全
部
又
は
一
部
が
離
職
前
に
あ
る

場
合
を
除
く
。)

に
は
、
事
業
主
の
証
明
は
受
け
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

七
、
休
業
特
別
支
給
金
の
支
給
の
申
請
の
み
を
行
う
場
合
に
は
、
㊳

欄
は
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

八
、
複
数
事
業
労
働
者
休
業
給
付
の
請
求
は
、
休
業
補
償
給
付
の
支

給
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、
遡
っ
て
請
求
さ
れ
な
か
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
ま
す
。 

九
、
㊴
「
そ
の
他
就
業
先
の
有
無
」
欄
の
記
載
が
な
い
場
合
又
は
複

数
就
業
し
て
い
な
い
場
合
は
、
複
数
事
業
労
働
者
休
業
給
付
の

請
求
は
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。 

十
、
疾
病
に
係
る
請
求
の
場
合
、
脳
・
心
臓
疾
患
、
精
神
障
害
及
び

そ
の
他
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か

な
疾
病
以
外
は
、
休
業
補
償
給
付
の
み
で
請
求
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。 

      

社会保険

労 務 士

記 載 欄 

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号 

 

   (  )  ― 

 


